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しかしながら,参考までに土地を含む農業資本の収益

という観点からみると, 自家労賃としての家族家計費引

きの農業資本収益は,水日の多いBグループでも 25%
(水日の少ないAグループではマイナス 36%),開口

後Aグループの経営にあっては 21%と きわめて低い水

準となる。したがって,こ の場合でも開口投資はなお小

農的あるいは非企業的水準での合理性しかもたないとい

える。それにもかかわらず,こ の地区で開田がすすめら

れているのは,農家の意欲の底に,開日による地価の上昇

への期待があるといえる。すなわち第 4表注に記したよ

うに,地価 8万円の畑地に10万円の開田費を投ずること

によって,造成された水日の地価は25万円といわれ,そ

の差額 7万円は農家の資産増となる。 したが って,こ

の資産増が著しいものであるかぎり,資本制的あるいは

企業的な採算は実現されなくとも,開田が進められる。

これが農業所得の向上とともに,最近の上北におけ る

「開田ブーム」の底流であるといえよう。

さらに,開田を個別経営における地力の維持・増進磯

構の観点からみると,開田前の大家畜は開田後小家畜に

とってかえられ,しかも飼養規模はきわめて小さい。畑

地の縮小,耕紘手段の機械化のために養畜部門は弱体化

し,その結果,稲作収量の安定,向上に不可欠とさえ言

われてきた堆厩肥の施用は激減している。経営組織論的

には必ず しも有畜経営への展開が合理的ではないとして

も,大家畜が果していた地力維持の環が他の方法に代替

されることなく切断され,こ こに今後の経営上の問題を

残している。また開口によって,農業労働 日数が減少

し,経営内部から農業労働力を押し出す可能性を生して

も,鋭い渕動ピークを農繁期に集中させ,こ とに日植の

期間に多量の労働力を要する。上北郡のようにことに作

季の巾が小さい場合,こ のことはきわめて重要である。

とりわけ,日植労働力の確保,雇用労賃の上昇は経営に

とって大きな問題である。

また地域全体としてみた場合,共同施工によるとはい

え団地としてみれば工事の規模は小さく,また余水利用

の開日も地区内にあるが,地域全体としての水資源利用

に社会経済的な問題をかかえている。

水田単作農家における労働投下の実態

第 1報 田植作業における能率と疲労
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(岩 手 県農試)

1ま え が き

農村における労働力の不足に伴い,農業生産に果す婦

人の役割が増大し,生活のための労働が適切に投下され

ず農民生活が損われることが問題となってきている。こ

うした実態を背景に,こ の研究は水口単作純農村である

胆沢郡胆沢町南都日の農家を対象に,生産労働と生活労

働の相互関係を究明し,農家労働の合理化方策を明らか

にしようとするものであるが,こ こでは田植労働を 1・

心に,生産労働と疲労の状況をみようとした。

2 日 植作業能率

田植作業は挿苗と苗取り,苗運搬なとに大別されるが,

主に挿苗と苗取作業について, Time s● ldyに よって

分析した。

共同田植においては,年令の若い順に女子が植え手に
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第 1図 経過時間別田植作業能率

く古 取〉

１
把
当

，
古
取
時
間

炒^
）

Ю
林
当

，
Ｍ

え
仕
”
出

¨
性
¨

*期 暖 籍



東 北 農 業 研 究 第 11号

第 1表 一定面積における従事者,1作業能率

<挿 苗>

日 植 従 事 者 40 π l・T苗

所 要 時 間

を
し
数】叫酷

10株当り

時  間
調 査 条 件

NO_ 氏  名 年  令 性  別

ｌ
②
３
４

５
６
７
８
⑨

Ａ
Ｍ
Ｔ

Ｔ

Ａ
Ｔ
Ｗ

Ｍ
Ｔ

Ｍ
Ｆ

Ｍ
Ｋ

Ａ

Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｗ

４７
３８
４６
４７

然
郷
３‐
２６
２６

９

″

″

ク

ク

″

ク

ク

ク

炒
３５
∞
”
５５

２０
２０
２３
３５
５５

分
ぁ
２６
２６
２６

２７
２７
２７
２７
２８

００
９６
９６
９４

％
９３
９３
９２
８８

裁植密度 11尺 ×045尺

画線 3列前進植

日植終了期 (10日 日)曇
TIme Study調査

調査時間 PM5 00～ 530

<苗取り>

田 植 従 事 者 π
り
間取鶏

‐３
苗
所

を
し
数］臓群

[把

当

書 |』

把

冒 1 
調  査  条  件

N0 氏  名 年  令 性  別

ｌ
②
３
④

５
６
７
③

Ｔ
Ｍ
Ｍ
Ｔ

Ｗ
Ｗ
Ｗ
Ｗ

Ｅ
Ｍ
Ｍ
Ｍ

Ｅ
Ｅ
Ｔ
Ｓ

‐２
‐４
３３
つ

５‐
５７
６３
８５

００

９８

８４

７８

７４

７‐

６８

６０

００
置

き
　
曇
　
ｉ
放

殉篠
　Ｄ
　
００”鋪

な邪　蜘雌叫卿

‥
“
磁
期
ｄ
‥
水

代
１７
“
盛
詢
間
は
定

郊
長‥巾‐帳
疵鶴菫劉

折
苗
播
回
Ｔｉ
調
苗

′

１０
”
７０
００

３０
００
００
００

一
‐‐６
‐２６
０５４
‐２６
‐‐２
‐０４口
２０２

始 期

‐８

・６

・４

‐２

Ю

ｌＯ
株
当
り
植
え
付
時
間

（秒
）

‐４

‐２

‐０

８

６０

４０

１
把
当
り
苗
取
時
間

（秒
）

第 2図 日植期間における時期別,時間別作業能率

なり,高令1慣に苗取作業と体力に応じた分担がみ られ

る。まず,挿苗,苗取り従事者について,同一人の時間

経過における作業能率をみた (第 1図χ

挿苗作業は時FFlの経過とともに能率が異なるが, とく

に休憩直後低下することが認められる。

一般的には休憩後は能率が高まると思われるが,こ こ

ではいずれの場合にも低下する。南取作業ではそのよう

な関係はないが,曹束重 (苗束の大きさ)は昼食時間を

はさんで小さく軽くなる傾向がみられた。

以上は,動作の実時間能率をみたものであるが,次

に,集団作業として各作業者の一定面積における附帯動

作を含めた能率を比較した。

挿苗は,壮令層の熟練度が高いためか,若令層より能

率が高い。苗取りにおいては,男女別年令別の関係はみ

られず,個人差は挿苗作業で■20%,lF4取 りは■60%と

苗取差が著しく,共同作業における老令労働者の参加に

よる能率の質的低下は,苗取作業に明瞭にみられる。日

植開始JJIは年々早まってきているが,総体期間は余 り変

っていない。対象部落では,昭和43年で 5月 17日 ～ 5月

28日 の12日 間実施している。日実働10時間労働で,長期

にわたるキ暇姿勢の裸手作業は,当然作業期間の経過と

ともに日植能率を低下させるものと考えられる。

日植 2日 日の開始/Jl, 6日 日の最盛期,11日 目の終了
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期と3期間に区分し,前述の挿苗,苗取作業能率の異な

る者を対象に年令,1,男女,時間経過別に作業能率を測

定した (第 2図λ 挿苗開始期においては,午前の小憩

後,すなわち午前後半の能率は高く,午後前半が低下

し,第 1図 と同じ傾向が見受けられ,これが最盛期,終
了期には午前後半力Ч低下の様子が見られ,一般には早朝

と夕方には能率が高い。

苗取りでは開始期にぉける午前前半の治ヒ率の低いのは

畑苗代苗取りであるためで,その他は折衷苗代で,苗代

様式別に明確な差として現われている。日植期間の経過

に伴って,挿苗,吉取作業の極端な能帯低下の傾向は認

められなかった。

3 田植労働と疲労

共同日llCは全員出役による等労賃交換が行なわれ,高

令,軽傷病者も参加している。まず,唾液の水素イオン

濃度で疲労の程度が指示される人体疲労計により,作業

第 3図 回植期間における時期別疲労値の変化

分担別,時期澤tに作業能率測定者と同一人についてみた

(第 3図λ

pH 68附近が正常,72～64の範囲が疲労,それ以

外は過労とされているが,播市および苗取作業分担別

にはとくに差異はみられず,開始期は酸性側の過労症

状が,ま た,終了期にはアルカリlllの 過労が認め られ

た。酸性側は精神疲労, アルカリ側は肉体疲労ともいわ

れ,少なくとも田植時期における疲労の質的変化の事実

を表現したものではないかと考えられる。

稲作農家にとって,日植は苦痛の大きい精神的緊張労

働であるが,こ の点について,視覚を通じて大脳の興奮

度,すなわち精神疲労を計測するFlicker Testerに よ

り「 ちらつきJ限界頻度をみた (第 4図λ

ここで経営主は苗取作業,妻,嫁は挿苗分担である。

全般的に日lla作業は緊張度を要する作業ということがで

き,なかでも嫁の精神疲労が高い。日植終了期夕刻の

第 5図 田植前と後における老化度の変化
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第 6図 田植労働による体重の増減性
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測定値では共同田植が完了し,緊張のゆるみが見え,さ

らに田植完了 1日 後の状態をみると急激に下降し,平常

に戻り安堵している様相がよみとれる。部落農従者全

員43名 について,若柳病院の協力を得て健康診断を農繁

期に入る直前, 4月 3日 と田植完了後 5月 29日 に実施し

/ 。

問診,視診,検査の40項 目について診断し,その状態

を総合化した「老化度Jと して男女別,年令別にみると

(第 5図 )。 老化度は男子は年令とともに高まるが,女

子につ いては30代より40代に急激に老化現象がみられ

る。総合指標としての老イヒ度は,日植前後の短期間では

一定の変化はみられず,年令によっては日植前より田植

後の方が良好な場合も見受けられる。しかしながら,検

査項目のうち体重の増減変化をみると,日植前に比べ明

らかに減少し,増カロ者は皆無であった(第 6図 )。 とくに

男子の減少が激しく,20代男子で4榜も減少した者が認

められた。

日植作業は完全なる裸手作業で,手首の筋肉部分をと

くに酷使するが,関節痛を訴えている者が30代,40代の

男子に多い。

4む  す  び

水口単作農家における田植期の労働投下の一断面を疲

労と健康保持の側面より検討したが,生産のための作業

能率の変化と精神的,肉体的疲労の相互関連については

明確な結論を見い出していない。現在までの疲労蓄積お

よび個人体質あるいは背景の私経済条件との結びつきに

ついて,今後考察検討を加えるつもりである。
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水 稲 多 収 農 家 の 収 益 性

公 昭・ 佐 藤 多 吉 。佐々木 勝 美

(青 森 県農詢

1ま え が き

この研究は経営類型別の収益性規制要因に関する研究

の一環として行なったもので,水稲多収農家の収益性だ

けでなく,各生産要素の投入と,産出の関係を明らかに

しようとするものである。

2 研究の方法と対象

対象年次は昭和42年で,面接ききとりによる。

対象農家は技術水準のばらつきによる影響をなるべく

少なくするため,県の多収蔭競技会で恒常的に好成績を

収めている農家群の中から,地域性を考慮して20数戸の

農家を選定した。しかし,最終的に集計された農家は19

戸で,地域別には車力村 3戸,稲垣村 3戸,むつ市 2戸 ,

東通村 4戸 ,五戸町 7戸であった。

ここで,多収農家であるが,昭fI142年の県平均10α 当

り収量お2りに対して,対象農家19戸の平均は592場であ

って,すべての農家が多収であったわけではない。した

がって,厳密には多収農家というよりも,多収のための

技術水準に達した農家と理解する方が正しい。

3 調査結果の概要と考察

1 調査農家の概要

いずれも家族労働を主体とした経営で,水口面積の最

高は38滋,最低は10わら 畑面積の最高は25″,最低は

0,その他にりんご園をもつ経醤が 4戸あった。

資本装備の中,大農機具は乗用 トラクターをもつ経営

が一戸あるが,他は耕私機, トレーラ¨, ミス トまたは

噴霧機,動力脱穀機を主体とする。

7L牛飼養 3戸,肉牛飼養 2戸 ,豚飼養13戸あるが,規
模は大きくない。

粗収入は最高2,800,000円 ,最低570,000円で,いずれ

も水稲部門を最大とする。

2_水稲部門の経営成果

に)粗収入 :価格力‐ 定であり,品質差,時期差が

ほとんどないため,10α 当 り粗収入は10α 当 り収量に比

例し,一経営当り粗収入は全収量に比例する。

9)所得的費用 :青森県平均値16,000円 (10α 当 り

)に対して約 1,500円多く,それ以下の経営は19例中 8

例 (42%)で ある。

は, 所得 :青森県平均値39,000円に対して50,837円

を示し (いずれも10C当 り),経営費が若千多くなって

もそれをはぅかに上回る所得をあげてお り,その意味で

はきわめて単純明快に多収の有利さをあらわしている。

に)企業利潤


